
Title フランス行政裁判所における全面審判訴訟（１）　－判決における裁判官の権限に着目して－

Author(s) 石黒, 匡人; ISHIGURO, Masato

Citation 北大法学論集, 38(2), 27-48

Issue Date 1987-09-14

Doc URL https://hdl.handle.net/2115/16576

Type departmental bulletin paper

File Information 38(2)_p27-48.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP



フ
ラ
ン
ス
行
政
裁
判
所
に
お
け
る

全
面
審
判
訴
訟

ω

|
|
判
決
に
お
け
る
裁
判
官
の
権
限
に
着
目
し
て
|
|

石

目

次

は

じ

め

に

第
一
章
フ
ラ
ン
ス
行
政
裁
判
所
に
お
け
る
、
義
務
づ
け
判
決
、
行
為
代
行
判
決
お
よ
び
行
為
変
更
判
決
の
禁
止
原
則

第
一
節
義
務
づ
け
や
行
為
の
変
更
に
似
た
性
質
を
持
つ
と
さ
れ
る
判
決

第
二
節
禁
止
原
則
の
擁
立

第
三
節
禁
止
原
則
の
根
拠
|
|
学
説
の
概
観
|
|
(
以
上
本
号
)

旦主

匡

人

北法38(2・27l225 



研究ノート

は
じ
め
に

(
l
)
 

大
阪
国
際
空
港
訴
訟
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
大
法
廷
判
決
が
民
事
訴
訟

(
2
)
 

に
よ
る
夜
間
飛
行
差
止
請
求
を
不
適
法
と
し
て
却
下
し
た
の
を
契
機
と
し

て
、
公
法
上
の
当
事
者
訴
訟
の
活
用
に
つ
い
て
議
論
が
活
発
に
な
さ
れ
て

(

3

)

{

4

)

 

お
り
、
ま
た
無
名
抗
告
訴
訟
の
利
用
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、

義
務
づ
け
訴
訟
に
つ
い
て
は
類
型
的
に
三
つ
の
見
解
が
み
ら
れ
、
全
面
的

否
定
説
は
現
在
の
学
説
判
例
の
大
体
が
と
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
補
充
説

(

5

}

(

6

}

 

と
独
立
説
が
対
立
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
補
充
説
が
義
務
づ

け
訴
訟
を
認
め
る
た
め
に
、
一
般
に
行
政
庁
の
義
務
の
一
義
的
明
確
性
と

救
済
の
必
要
性
(
回
復
し
が
た
い
損
害
の
発
生
)
と
い
う
要
件
を
課
す
の

(
7
)
 

に
対
し
、
独
立
説
は
、
判
決
に
熟
す
る
限
り
で
裁
判
所
は
義
務
づ
け
判
決

を
下
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
既
に
以
前
か

ら
、
独
立
説
に
立
た
な
い
と
し
て
も
、
当
事
者
訴
訟
的
な
義
務
づ
け
訴
訟

に
お
い
て
は
回
復
し
が
た
い
損
害
の
発
生
と
い
う
要
件
は
不
要
で
あ
る
と

の
主
張
が
な
さ
れ
、
ま
た
わ
が
国
の
行
政
法
学
が
あ
ま
り
に
抗
告
訴
訟
中

心
主
義
に
な
っ
て
お
り
、
当
事
者
訴
訟
に
関
す
る
研
究
が
乏
し
か
っ
た
と

(9) 

の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
が
、
な
お
わ
が
国
で
は
当
事
者
訴
訟
は
ほ
と
ん

(
叩
)

ど
検
討
さ
れ
ず
に
き
た
の
で
あ
る
。

他
方
、
フ
ラ
ン
ス
の
行
政
訴
訟
の
う
ち
で
、
わ
が
国
の
当
事
者
訴
訟
に

(

U

)

(

ロ)

該
当
す
る
と
さ
れ
る
、
全
面
審
判
訴
訟

(
g三
g
z
g
M
骨
三
巴
ロ
ヱ
ロ
ネ

(
日
)

色
町
三
宮
口
)
を
研
究
す
る
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
全
面
審
判
訴
訟

は
、
伝
統
的
に
取
消
訴
訟

(ng芯
三
段
日
号

FEz-主
。
ロ
)
|
|
そ

(M) 

の
中
心
的
な
も
の
が
越
権
訴
訟

(
5
8
R∞
宮

E2wMnr
母
宮
口
4
0
5

(
日
)

で
あ
る
|
|
、
解
釈
訴
訟

(
n
S
S
E
-巾
自
己

Z
4
5
3
5邑
oロ
)
、
処

罰
訴
訟

(gロ丹
gzEU内
号
一
宮
芯
匂
括
的
色
。
ロ
)
と
並
ん
で
フ
ラ
ン
ス
に
お

け
る
四
つ
の
行
政
訴
訟
類
型
の
一
つ
と
さ
れ
て
お
り
、
裁
判
所
が
、
民
事

訴
訟
と
同
様
に
全
面
的
な
審
判
権
を
行
使
し
、
単
に
行
政
の
決
定
を
取
消

す
に
止
ま
ら
ず
、
そ
れ
を
変
更
し
た
り
、
行
政
に
代
っ
て
自
ら
決
定
を
下

し
た
り
、
行
政
に
対
し
損
害
賠
償
等
の
金
銭
支
払
い
を
命
じ
た
り
す
る
こ

(
時
)

と
が
で
き
る
訴
訟
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に
関
し
て
は
既
に
多
く
の

論
稿
が
出
さ
れ
、
全
面
審
判
訴
訟
も
、
行
政
法
あ
る
い
は
行
政
裁
判
制
度

(
口
)

の
成
立
に
関
す
る
研
究
で
扱
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
行
政
契
約
や
行
政

(
回
)

賠
償
責
任
に
関
す
る
論
稿
は
、
そ
こ
で
生
じ
る
訴
訟
が
全
面
審
判
訴
訟
で

あ
る
た
め
、
こ
の
訴
訟
の
研
究
と
い
う
側
面
も
持
ち
、
し
た
が
っ
て
全
面

審
判
訴
訟
に
関
し
て
も
、
二
疋
の
限
定
さ
れ
た
局
面
で
は
既
に
研
究
は
な

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
は
、
各
分
野
の
行
政

法
理
や
行
政
裁
判
権
の
確
立
と
そ
の
内
容
を
解
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
全

面
審
判
訴
訟
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
そ
れ
自
体
を
検
討
の
対

北法38(2・28)226 



フランス行政裁判所における全面審判訴訟(1)

象
と
し
た
も
の
で
は
な
い
た
め
、
義
務
づ
け
判
決
を
下
さ
な
い
と
さ
れ

(
ぬ
)
る
フ
ラ
ン
ス
行
政
裁
判
所
が
、
行
政
決
定
の
取
消
し
に
止
ま
ら
ず
種
々
の

判
決
を
下
す
と
い
う
全
面
審
判
訴
訟
の
内
容
は
、
い
ま
だ
明
ら
か
に
な
っ

(
幻
)

て
は
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
認
識
の
下
で
、
本
稿
は
、
全
面
審
判
訴
訟
自
体
を
対
象

と
し
、
そ
の
全
体
に
渡
る
特
徴
を
検
討
す
る
。
そ
の
際
、
フ
ラ
ン
ス
行
政

裁
判
所
の
、
義
務
づ
げ
、
行
為
代
行
お
よ
び
行
為
変
更
の
各
判
決
に
対
す

る
態
度
を
明
ら
か
に
し
た
後
に
、
全
面
審
判
訴
訟
で
下
さ
れ
る
判
決
が
い

か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
紹
介
し
、
さ
ら
に
そ
の
他
の
特
徴
を
も
検
討

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
面
審
判
訴
訟
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
と
い

う
方
法
を
と
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
本
稿
は
、
ま
ず
全
面
審
判
訴
訟
の
客

観
的
な
理
解
を
目
指
す
も
の
で
あ
り
、
わ
が
国
の
公
法
上
の
当
事
者
訴
訟

お
よ
び
無
名
抗
告
訴
訟
に
対
し
直
接
的
な
方
向
づ
け
を
与
え
る
も
の
で
は

な
い
が
、
そ
こ
で
の
議
論
の
た
め
に
新
た
な
素
材
を
提
供
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
l
)

最
大
判
昭
和
五
六
年
一
二
月
一
六
日
民
集
三
五
巻
一

O
号
三
二
六
九
頁

以
下
。

(
2
)

そ
の
論
理
は
既
に
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
て
い
る
。
主
な
評

釈
と
し
て
、
今
村
成
和
(
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
七
六
一
号
二
七
頁
)
、
原
田
尚

彦
(
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
七
六
一
号
三
五
頁
)
、
綿
貫
芳
源
(
『
判
例
時
報
』
一

O
二
五
号
三
頁
)
、
下
山
瑛
二
(
『
法
律
時
報
』
五
四
巻
二
号
二

O
頁
)
、
阿

部
泰
隆
(
『
自
治
研
究
』
五
八
巻
三
号
三
頁
)
、
近
藤
昭
三
(
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』

七
六
八
号
三
一
頁
)
各
氏
の
い
ず
れ
も
一
九
八
二
年
の
も
の
が
あ
る
。

(
3
)

高
木
光
「
行
政
訴
訟
に
よ
る
差
止
に
関
す
る
一
考
察
|
|
西
ド
イ
ツ
に

お
け
る
結
果
除
去
請
求
権
の
法
理
を
手
が
か
り
と
し
て
|
|
」
『
神
戸
法

学
雑
誌
』
三
二
巻
一
号
(
一
九
八
二
年
)
五
九
頁
以
下
、
同
・
「
訴
え
の
利

益
論
の
再
検
討
1

1
事
実
行
為
論
の
立
場
か
ら
|
|
」
『
神
戸
法
学
雑

誌
』
三
五
巻
二
号
(
一
九
八
五
年
)
四

O
九
頁
以
下
は
、
わ
が
国
の
行
政

行
為
論
が
負
担
過
重
で
あ
る
と
の
視
点
で
公
法
上
の
当
事
者
訴
訟
に
よ
る

差
止
を
主
張
す
る
。
そ
の
他
公
法
上
の
当
事
者
訴
訟
の
可
能
性
に
好
意
的

な
も
の
と
し
て
、
画
部
逸
夫
「
行
政
訴
訟
と
民
事
訴
訟
と
の
関
係
」
『
新
・

実
務
民
事
訴
訟
講
座
』

9
(
日
本
評
論
社
・
一
九
八
三
年
)
三
頁
以
下
、

同
・
「
グ
レ
イ
・
ゾ
l
ン
と
行
政
訴
訟
|
|
大
阪
国
際
空
港
騒
音
公
害
訴

訟
大
法
廷
判
決
を
ふ
り
か
え
っ
て
|
|
」
『
季
刊
実
務
民
事
法
』

4
(
一九

八
四
年
)
七
頁
以
下
、
鈴
木
庸
夫
「
当
事
者
訴
訟
」
『
現
代
行
政
法
体
系
』

5
(有
斐
閣
・
一
九
八
四
年
)
七
七
頁
以
下
が
あ
る
。
ま
た
、
和
田
英
夫

「
行
政
訴
訟
と
民
事
訴
訟
|
|
司
法
制
度
に
お
け
る
そ
の
関
連
と
課
題

|
|
」
『
公
法
の
課
題
(
田
中
二
郎
先
生
追
悼
論
文
集
)
』
(
有
斐
閣
・
-
九

八
五
年
)
六
一
九
頁
は
「
公
法
上
の
当
事
者
訴
訟
が
見
直
し
さ
れ
る
べ
き

な
の
で
あ
る
」
と
し
て
お
り
、
好
意
的
な
論
者
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
よ

〉
司
ノ
。
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こ
れ
に
対
し
て
否
定
的
な
立
場
に
立
つ
も
の
と
し
て
、
原
田
尚
彦
「
厚
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木
基
地
訴
訟
却
下
判
決
の
問
題
点
|
|
「
防
衛
行
政
権
」
と
い
う
論
理
を

中
心
に
し
て
|
|
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
七
八
二
号
(
一
九
八
三
年
)
九
九
頁

以
下
、
同
・
「
行
政
訴
訟
類
型
の
多
様
化
論
争
」
『
法
学
教
室
』
五
二
号
(
一

九
八
五
年
)
四
七
頁
以
下
〔
塩
野
宏
H
原
田
尚
彦
『
行
政
法
散
歩
』
(
有
斐

閣
・
一
九
八
五
年
)
所
収
〕
、
阿
部
泰
隆
「
公
法
上
の
当
事
者
訴
訟
の
蘇
生
?
L

『
季
刊
実
務
民
事
法
』

6
(
一
九
八
四
年
)
六
頁
以
下
、
同
・
『
行
政
救
済

の
実
効
性
』
(
弘
文
堂
・
一
九
八
五
年
)
九
六
|
一

O
O頁
が
あ
る
。

ま
た
、
室
井
カ
「
公
法
に
お
け
る
判
例
と
学
説
」
『
公
法
研
究
』
四
八
号

(
一
九
八
六
年
)
一
五
四
頁
は
、
公
法
上
の
当
事
者
訴
訟
一
般
に
つ
い
て

は
別
に
し
て
、
大
阪
空
港
事
件
に
お
げ
る
そ
の
利
用
に
は
否
定
的
で
あ
る
。

(
4
)

塩
野
宏
「
無
名
抗
告
訴
訟
の
問
題
点
」
『
新
・
実
務
民
事
訴
訟
講
座
』

9

(
日
本
評
論
社
・
一
九
八
三
年
)
一
四
二
頁
は
、
最
高
裁
多
数
意
見
の
論

理
を
前
提
と
す
れ
ば
、
抗
告
訴
訟
の
形
態
と
し
て
は
、
妨
害
排
除
を
求
め

る
無
名
抗
告
訴
訟
を
選
択
す
る
の
が
素
直
で
あ
る
と
し
、
阿
部
・
前
掲
注

(
2
)
「
空
港
供
用
行
為
と
民
事
差
止
訴
訟
l
|
大
阪
国
際
空
港
訴
訟
最
高

裁
判
決
を
め
ぐ
っ
て
」
一
七
|
二
五
頁
〔
同
・
前
掲
書
注

(3)
所
収
〕
は
、

民
事
訴
訟
も
抗
告
訴
訟
も
と
も
に
適
法
と
の
立
場
に
立
ち
つ
つ
、
抗
告
訴

訟
と
し
て
は
、
航
空
機
騒
音
障
害
防
止
法
に
基
づ
く
運
輸
大
臣
に
よ
る
飛

行
時
間
指
定
の
義
務
づ
け
訴
訟
以
外
に
は
満
足
な
も
の
は
な
い
と
す
る
。

(
5
)

塩
野
・
前
掲
注
(
4
=
二
三
頁
以
下
。

全
面
的
否
定
説
を
戦
後
昭
和
三

0
年
代
ま
で
の
学
説
・
判
例
の
詳
細
な

分
析
に
基
づ
い
て
批
判
し
た
も
の
と
し
て
、
今
村
成
和
「
行
政
訴
訟
|
|

「
司
法
権
の
限
界
」
に
関
す
る
諸
学
説
の
検
討
|
|
L
『
日
本
国
憲
法
体
系

(
宮
沢
俊
義
先
生
還
暦
記
念
)
』
第
六
巻
(
有
斐
閣
・
一
九
六
五
年
)
三
一

頁
以
下
〔
同
・
『
現
代
の
行
政
と
行
政
法
の
理
論
』
(
有
斐
閣
・
一
九
六
二

年
)
所
収
〕
が
あ
る
。

(
6
)

原
因
尚
彦
『
訴
え
の
利
益
』
(
弘
文
堂
・
一
九
六
三
年
)
七
三
頁
は
、
補

充
説
に
立
ち
、
こ
の
立
場
で
「
訴
訟
法
の
次
元
で
は
理
念
的
に
は
い
ち
お

う
解
決
済
」
に
な
っ
た
と
す
る
。
昨
今
の
下
級
審
判
決
は
一
般
的
傾
向
と

し
て
こ
の
立
場
に
立
つ
と
さ
れ
る
。
(
滋
野
・
前
掲
注
(
4
)
一
二
六
頁
)

(
7
)

阿
部
泰
隆
「
義
務
づ
け
訴
訟
論
」
『
公
法
の
理
論
(
田
中
二
郎
先
生
古
稀

記
念
)
』
下
H
(有
斐
閣
・
一
九
七
七
年
)
一
二

O
三
頁
以
下
は
、
義
務
づ

け
訴
訟
の
必
要
性
と
実
益
に
つ
い
て
の
判
例
等
の
実
証
的
な
研
究
の
上
で
、

独
立
説
を
主
張
す
る
。
同
・
「
義
務
づ
け
訴
訟
論
再
考
」
『
公
法
の
課
題
(
田

中
二
郎
先
生
追
悼
論
文
集
)
』
(
有
斐
閣
・
一
九
八
五
年
)
一
頁
以
下
で
再

び
主
張
。
塩
野
・
前
掲
注
(
4
)
一
二
八
頁
は
、
「
行
訴
法
の
下
で
は
、
学
説

上
は
多
数
説
と
い
え
よ
う
か
」
と
す
る
。

(
8
)

遠
藤
博
也
『
講
和
行
政
法
入
門
』
(
青
林
書
院
新
社
・
一
九
七
八
年
)
九

三
、
九
四
頁
。
社
会
保
険
給
付
は
被
保
険
者
の
権
利
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ

い
て
の
義
務
づ
け
訴
訟
は
当
事
者
訴
訟
的
な
色
彩
を
も
っ
と
す
る
。
ま
た
、

福
家
俊
朗
「
行
政
訴
-
訟
に
お
け
る
「
給
付
訴
訟
」
」
『
民
商
法
雑
誌
』
六
六

巻
六
号
(
一
九
七
二
年
)
六
二
頁
、
六
七
巻
一
号
(
一
九
七
二
年
)
六

O

頁
、
七

O
頁
も
、
当
事
者
訴
訟
的
無
名
抗
告
訴
訟
と
い
う
見
方
を
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(9)

遠
藤
博
也
「
戦
後
三

O
年
に
お
け
る
行
政
法
理
論
の
再
検
討
」
『
公
法
研

究
』
四

O
号
(
一
九
七
八
年
)
一
七
二
頁
。
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プランス行政裁判所における全面審判訴訟(1)

(
日
)
学
説
・
判
例
は
公
法
上
の
当
事
者
訴
訟
に
対
し
冷
淡
で
、
継
子
同
様
の

扱
い
を
し
て
い
る
と
さ
れ
る
(
鈴
木
・
前
掲
注
(3)
七
七
頁
)
。

(
日
)
阿
部
泰
隆
『
フ
ラ
ン
ス
行
政
訴
訟
論
』
(
有
斐
閣
・
一
九
七
一
年
)
七

O

頁
、
滝
沢
正
『
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
理
論
』
(
有
斐
閣
・
一
九
八
四
年
)
二

七
頁
、
山
田
幸
男
『
行
政
法
の
展
開
と
市
民
法
』
(
有
斐
閣
・
一
九
六
一
年
)

二
四

O
、
二
九
八
頁
。

(
ロ
)
兼
子
仁
H
磯
部
力
H
小
早
川
光
郎
編
訳
・
J
・
リ
ヴ
エ
ロ
『
フ
ラ
ン
ス
行

政
法
』
(
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
八
二
年
)
の
訳
に
よ
る
。
以
下
の
訳
語

も
基
本
的
に
同
書
に
従
う
。
他
に
完
全
審
理
訴
訟
(
た
と
え
ば
、
山
田
・

前
掲
書
注
(
日
)
、
阿
部
・
前
掲
書
注
(
日
)
、
兼
子
仁
『
行
政
行
為
の
公
定

力
の
理
論
』
(
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
七

O
年
)
、
遠
藤
・
前
掲
注

(
9
)
)
、
完
全
裁
判
訴
訟
(
た
と
え
ば
、
神
谷
昭
『
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
研

究
』
(
有
斐
閣
・
一
九
六
五
年
)
、
滝
沢
・
前
掲
書
注
(
日
)
、
横
山
信
二
「
フ

ラ
ン
ス
越
権
訴
訟
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
」
『
広
島
法
学
』
六
巻
一
号
(
一

九
八
二
年
)
三
九
頁
以
下
)
、
通
常
の
行
政
訴
訟
(
た
と
え
ば
、
雄
川
一
郎

「
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
」
『
行
政
法
講
座
』
第
一
巻
(
有
斐
閣
・
一
九
五
六
年
)

一
五
頁
以
下
)
な
ど
の
訳
語
も
み
ら
れ
る
。

(
ロ
)
遠
藤
・
前
掲
注
(
9
)
一
七
二
頁
。
な
お
、
阿
部
・
前
掲
書
注
(
日
)
七
七

頁
注
(
幻
)
は
、
全
面
審
判
訴
訟
が
わ
が
国
の
公
法
上
の
当
事
者
訴
訟
と
い

う
制
度
を
発
展
さ
せ
る
べ
き
か
否
か
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
直
接
の
示
唆

を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
と
し
、
同
頁
注
(
初
)
で
、
わ
が
国
で
公
権
力
の

行
使
と
さ
れ
る
年
金
や
税
等
の
領
域
を
含
ん
で
い
る
点
で
、
フ
ラ
ン
ス
に

お
け
る
行
政
行
為
論
と
し
て
、
全
面
審
判
訴
訟
の
領
域
を
研
究
す
る
必
要

が
あ
ろ
う
と
す
る
。

(
U
)

阿
部
・
前
掲
書
注
(
日
)
、
広
岡
隆
「
民
衆
訴
訟
と
し
て
の
越
権
行
為
取

消
訴
訟
」
『
公
法
学
の
諸
問
題
(
渡
辺
宗
太
郎
博
士
還
暦
記
念
)
』
(
有
斐
閣
・

一
九
五
六
年
)
四
五
五
頁
以
下
、
近
藤
昭
三
「
フ
ラ
ン
ス
国
務
院
と
権
力

濫
用
の
法
理
」
『
法
政
研
究
』
二
七
巻
二
H
コ

τ四
号
(
一
九
六
一
年
)
三

三
九
頁
以
下
、
横
山
・
前
掲
注
(
ロ
)
、
室
井
敬
司
「
行
政
立
法
と
越
権
訴

訟
|
|
行
政
立
法
の
行
政
行
為
へ
の
包
摂
過
程
を
め
ぐ
る
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
判
例
の
変
遷
|
|
」
『
東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
』
二
六
巻
一

号
(
一
九
八
五
年
)
六
三
七
頁
以
下
、
等
の
文
献
の
他
、
多
く
の
研
究
が

既
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
山
岸
敬
子
「
行
政
行
為
の
解
釈
に
対
す
る
裁
判
的
統
制
|
|
フ
ラ
ン
ス

の
直
接
的
解
釈
訴
訟
を
素
材
と
し
て
|
|
」
『
自
治
研
究
』
五
六
巻
(
一
九

八
O
年
)
二
号
八
一
頁
以
下
、
三
号
六
八
頁
以
下
、
同
・
「
フ
ラ
ン
ス
の
直

接
的
解
釈
訴
訟
制
度
の
機
能
|
|
行
政
解
釈
の
裁
判
的
統
制
」
『
法
律
時

報
』
五
六
巻
五
号
(
一
九
八
四
年
)
一
三
五
頁
以
下
、
同
・
「
フ
ラ
ン
ス
の

直
接
的
解
釈
訴
訟
制
度
に
お
け
る
訴
え
の
成
熟
性

i
l
-
-
t宮
口

m
a

R
E巳
の
認
定
要
件
」
『
一
橋
論
叢
』
九
四
巻
五
号
(
一
九
八
五
年
)
八
九

頁
以
下
、
参
照
。

(
日
)
滝
沢
・
前
掲
書
注
(
日
)
二
六
、
二
七
頁
、

J
・
リ
ヴ
エ
ロ
・
前
掲
書
注
(
ロ
)

二
二
七
|
一
三
二
頁
。

(
口
)
た
と
え
ば
、
雄
川
・
前
掲
書
注
(
ロ
)
、
神
谷
・
前
掲
書
注
(
ロ
)
、
渡
辺

宗
太
郎
「
傍
園
に
が
け
る
行
政
裁
判
制
度
の
沿
革
」
『
法
学
論
叢
』
一
八
巻

(
一
九
二
七
年
)
一
号
九

O
頁
以
下
、
三
号
三
九
四
頁
以
下
、
六
号
八
八
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研究ノート

九
頁
以
下
、
村
上
順
『
近
代
行
政
裁
判
制
度
の
研
究
』
(
成
文
堂
・
一
九
八

五
年
)
(
お
よ
び
そ
の
も
と
と
な
っ
た
一
連
の
研
究
)
等
。

(
時
)
た
と
え
ば
、
滝
沢
正
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
行
政
契
約
|
|
行
政
契

約
の
標
準
を
中
心
と
し
て
|
|
」
『
法
学
協
会
雑
誌
』
九
五
巻
(
一
九
七
八

年
)
四
号
一
頁
以
下
、
五
号
七
七
頁
以
下
、
六
号
一
頁
以
下
、
七
号
五
O

頁
以
下
、
九
号
一
頁
以
下
、
浜
川
清
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
行
政
契
約
一

般
理
論
の
成
立
」
『
民
商
法
雑
誌
』
六
九
巻
六
号
(
一
九
七
四
年
)
四

O
頁

以
下
、
七
O
巻
一
号
(
一
九
七
四
年
)
四
三
頁
以
下
、
三
好
充
「
フ
ラ
ン

ス
に
お
け
る
行
政
契
約
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
『
産
業
経
済
研
究
』
一
五
巻
(
一

九
七
四
年
)
一
号
一
五
頁
以
下
、
二
号
三
七
頁
以
下
、
一
六
巻
(
一
九
七

五
年
)
一
号
六
七
頁
以
下
、
渡
辺
宗
太
郎
「
悌
園
に
診
け
る
国
家
責
任
問

題
の
趨
勢
」
『
法
学
論
叢
』
二

O
巻
一
号
(
一
九
二
八
年
)
一
四
五
頁
以

下
、
雄
川
一
郎
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
家
賠
償
責
任
法
」
『
比
較
法
研
究
』

九
H
一
O
号
(
一
九
五
五
年
)
四
九
頁
以
下
、
神
谷
昭
「
フ
ラ
ン
ス
行
政

法
に
お
け
る
国
の
危
険
責
任
」
〔
同
・
前
掲
書
注
(
ロ
)
三
五
一
頁
以
下
所

収
〕
、
近
藤
昭
三
「
公
土
木

2
3
4
2
H
吉
区
宮
)
の
損
害
に
つ
い
て
|

|
無
過
失
責
任
主
義
の
成
立
|
|
」
『
法
政
研
究
』
三
二
巻
二

i
六
合
併

号
(
一
九
六
六
年
)
二
二
九
頁
以
下
、
山
田
準
次
郎
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お

け
る
国
の
補
償
責
任
」
『
法
律
論
叢
』
三
九
巻
四
H
五
H
六
合
併
号
(
一
九

六
六
年
)
一
二
三
頁
以
下
、
広
岡
隆
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
行
政
上
の
無

過
失
責
任
の
最
近
の
動
向
|
|
過
去
一

0
年
間
の
主
要
な
判
例
の
考
察

|
|
」
『
現
代
行
政
と
法
の
支
配
(
杉
村
敏
正
先
生
還
暦
記
念
)
』
(
有
斐
閣
・

一
九
七
八
年
)
二
七
五
頁
以
下
、
滝
沢
正
寸
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
行
政

上
の
不
法
行
為
責
任
」
『
東
西
法
文
化
の
比
較
と
交
流
(
野
田
良
之
先
生
古

稀
記
念
)
』
(
有
斐
閣
・
一
九
八
三
年
)
四
一
九
頁
以
下
、
小
幡
純
子
「
フ

ラ
ン
ス
に
お
け
る
公
土
木
の
損
害

2
0
5目
白
岡
市
田
仏
巾
可
雪
-
白
口
同
七
己
》
ロ
門
的
)

|
|
公
土
木
責
任
法
の
発
展
過
程
|
|
」
『
法
学
協
会
雑
誌
』
一

O
一
巻

(
一
九
八
四
年
)
四
号
八
三
頁
以
下
、
五
号
一
頁
以
下
、
一

O
二
巻
(
一

九
八
五
年
)
六
号
一
頁
以
下
、
一
一
号
二
七
頁
以
下
、
久
保
茂
樹
「
誘
導

措
置
と
行
政
賠
償
責
任
|
|
フ
ラ
ン
ス
経
済
行
政
に
お
け
る

g官
問
中

g
g丹
(
確
約
)
を
素
材
に
し
て
|
|
」
『
法
学
論
叢
』
二
四
巻
四
号
(
一

九
八
四
年
)
六
七
頁
以
下
等
の
論
稿
。

(
四
)
平
田
和
一
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
行
政
裁
判
|
|
行
政
に
対
す
る
裁
判

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
実
効
性
を
め
ぐ
っ
て
|
|
L
『
法
政
論
集
』
七
六
号
(
一

九
七
八
年
)
九
三
頁
以
下
、
晴
山
一
穂
「
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に
お
け
る
コ

ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
位
置
と
役
割
l
|
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
研
究
の
最
近

の
新
し
い
動
向
を
ふ
ま
え
て
|
|
」
『
現
代
行
政
と
法
の
支
配
(
杉
村
敏
正

先
生
還
暦
記
念
)
』
(
有
斐
閣
・
一
九
七
八
年
)
二
四
二
一
良
、
小
早
川
光
郎

「
取
消
判
決
の
拘
束
力
|
|
越
権
訴
訟
に
お
け
る
取
消
の
観
念
に
関
す

る
一
考
察
|
|
」
『
法
学
協
会
雑
誌
』
九
三
巻
四
号
(
一
九
七
六
年
)
〔
同
・

『
行
政
訴
訟
の
構
造
分
析
』
(
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
八
三
年
)
所
収
〕

三
頁
、
阿
部
・
前
掲
書
注
(
日
)
七
三
頁
。
な
お
、
阿
部
・
前
掲
注
(
7
)
「義

務
づ
け
訴
訟
論
」
一
二

O
八
頁
は
、
全
面
審
判
訴
訟
に
お
い
て
は
義
務
づ

け
訴
訟
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
が
、
そ
れ
は
決
定
の
変
更
や
代
行
な
ど
を

含
め
た
広
い
意
味
で
言
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
全
面

審
判
訴
訟
に
お
い
て
も
義
務
づ
け
判
決
は
下
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
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(
却
)
小
早
川
・
前
掲
注
(
四
)
回
頁
、
横
山
・
前
掲
註
(
ロ
)
五
二
頁
、

J
・
リ
ヴ

エ
ロ
・
前
掲
蕎
注
(
辺
)
二
二
九
頁
。

(
幻
)
阿
部
・
前
回
向
注
(
日
)
第
一
一
舗
が
、
越
権
訴
訟
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
の
比
較
で
、
全
面
審
判
訴
訟
に
つ
い
て
も
、
あ
る
寝
度
そ
の
内
容
を

示
し
て
い
る
に
止
ま
る
。

第
一
章

フ
ラ
ン
ス
行
政
裁
判
所
に
お
け
る
、

義
務
づ
け
判
決
、
行
為
刊
行
判
決

お
よ
び
行
為
変
更
判
決
の
禁
止
原
則

フランス行政裁判所における全面審判訴訟{l)

フ
ラ
ン
ス
の
行
政
裁
判
所
は
、
後
に
紹
介
す
る
全
面
審
判
訴
訟
を
除
い

て、

'E
↑
ら
許
可
を
与
え
る
と
い
う
よ
う
に
行
政
に
代
わ
っ
て
行
為
を
す
る

行
為
代
行

2
5
a
E
E
oロ
)
判
決
も
、
行
政
の
な
し
た
決
定
を
変
更
す
る

行
為
変
更
(
吋
段
。
ロ

E昨日
0
ロ
)
判
決
も
下
さ
な
い
。
さ
ら
に
、
行
政
裁
判
所

は
、
全
面
審
判
訴
訟
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
訴
訟
に
お
い
て
、
金
銭
の
支
払
い

を
除
い
て
、
行
政
に
対
し
て
一
定
の
作
為
又
は
不
作
為
を
命
ず
る
義
務
づ

け

Q
a
g
R守
口
)
判
決
も
下
さ
な
い
。

(1) 

こ
の
禁
止
原
則
は
、
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
上
最
も
良
く
確
立
さ
れ
た
原
則

(2) 

の
一
つ
と
し
て
全
面
審
判
訴
訟
を
除
く
全
領
域
に
及
ん
で
お
り
、
義
務
づ

付
や
行
為
の
変
更
に
弘
た
性
質
を
持
つ
と
さ
れ
る
判
決
方
法
が
あ
る
に
過

ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
行
政
に
uph
し
て
下
さ
れ
た
行
政
裁
判
所
の
判
決
の
執
行
を
陪
保

す
る
た
め
に
、
判
法
が
執
行
さ
れ
な
い
場
合
、
コ
ン
セ
イ
ユ
エ
ア
タ
に
ア

ス
ト
ラ
ン
ト

z
a
R
E
E〉
の
判
決
を
下
す
こ
と
を
認
め
る
法
律
が
一
ー
丸

?

も

〔

4
V

八

O
年
に
成
立
し
た
σ

ア
ス
ト
ラ
ン
ト
と
は
、
義
務
の
履
行
遅
滞
一
ヨ
に

つ
き
一
定
金
額
の
支
払
い
を
命
じ
る
罰
金
強
制
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、

苛
政
裁
判
所
が
下
し
た
決
定
に
従
っ
て
行
動
す
る
よ
う
に
行
政
を
強
献
す

(5) 

る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
も
言
わ
れ
る
が
、
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
義
務
づ

{
6〉

げ
判
決
禁
止
原
則
が
崩
さ
れ
た
わ
げ
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
本
章
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
行
政
裁
判
断
の
義
務
づ
け
判
決
、
行
為

代
行
判
決
お
よ
び
行
為
変
更
判
決
に
対
す
る
態
車
を
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ

(7) 

グ
の
判
例
を
通
し
て
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
第
一
節
で
そ
れ
ら
に
似
た
性

質
を
も
っ
判
決
方
法
を
紹
介
し
た
後
、
第
二
節
で
こ
れ
ら
の
禁
止
原
剥
が

確
立
し
て
き
た
過
涯
を
見
る
こ
と
に
し
、
第
三
節
で
禁
止
原
則
に
つ
い
て

の
学
説
を
概
観
す
る
む

(
1
)
]
のH
M
砕
-4田

-
Z
2
L人
Z
Z
E
R
Z
Cロ回以
O
E寸
】
巾
玄
関
品
開
門
目
白
宮
山
由
常
国
件
民
仏
内

F-『
品
目
円
汁
巾
向
邑

2
2
E
z
gロ
ア
〉
目
』
目
巴
・
〉
J
5
4
N
U
U
・
2

2
由・一』

同

2
2
0・
u
d
d津
田

島

-H宮
町
苛
再
戸

A
Y
Z
J
H
出
血
?
ロ
o，
民
印
叩
昨
日
何
回
喧
一
の
・
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〈
包
己
保
体
司
・
。
色
〈
。
-
4
m
w
u
g
x
白己ロ岡山口町間同『同門戸唱。

2
・w巴∞
P
℃・

g
r

冨
.
4
〈白
-
z
m
-
u
g昨
白
色

B
Z
Z
E
E
-
由。
g
-
L
S
ω
b。ω
念
C
2
念
日
一
〉
.

色
巾
戸
印
ロ
σ白
色
附
円
少
】
(
リ
〈
巾
ロ
巾
N
U
2
J円・の白己岳山岡
HM2・
4
吋州巴丹市仏叩己
H・0
芹

白
色
白
山
口
即
日
可
由
江
戸
唱
。

m
p
s
E
-
己
・
ロ
。
M
O
A
山吋
U

わ
り
巾
げ

σ曲目門戸

。
。
ロ
宮
丘
町
内
WZH
包

B
Eお
可
血
江
戸

ωoma--H由
∞
ゲ
ロ
。
由

E
L・6
F
向・〉ロ
σ可巾丹

閉山・。吋白岡
0
・吋円曲目丹
m
仏巾円。口同
g
t
g
H
釦門凶包宮』回同吋由江戸

ω。
ma--H由∞
A
F

門

戸
ロ
0
5戸
己
戸
ロ
。
ロ
C
印
ま
た
、
取
消
訴
訟
あ
る
い
は
越
権
訴
訟
に
つ

い
て
の
記
述
部
分
で
、
こ
の
原
則
に
触
れ
る
も
の
に
、
以
下
の
文
献
が
あ

る
。
問
問
、
同
町
市
口
広
円
P
、H，
S
E刷
会
ニ
白
苫
ユ

en巴
O
ロ
白
色
g
s
z可
巳
守
巾
吊
丹

色巾的見出
HOロ
吋
印
円
。
ロ
門
巾
ロ
己
巾
ロ
HWNomp・岡市山由
A
Y
-
F
ロ
・
司
・
印
∞
∞
一
司
-
S可
m
L
Y
F
巾∞

円。ロ回
m
a
c
g
n巾
凹
己
巾

E
ロ
ロ
ロ
-
包
芯
口
。
ピ
ロ
同
n
g
白色
g
g目
的
可
呉
氏
旬
。
ロ
円

巾同

n
g
也
市
句
。
ロ
さ
町
wHU印
M
-
H
v
g
h
冨・旧内巾
]}mg』】
C
V
ロ
-
u
g
丘
町
巾
円
白
色
町

で釦ロロロ】釦
Z
O
口問
)
O
E
円
。
同
門
巾
目
色
。
匂
D
E
〈
o-『噌
H

由]戸印唱同》・∞∞・

(
2
)

』・ハ
U
F
巾〈白
-
z
m
p
o匂・

2
7
u・叶号一』
l
p向・〉ロ
σ可
巾
仲
間
山
・
ロ
『
回
開
0
・
0
匂・

円山門・
-
F
F
ロ。]戸市山由・

(3)

円、白]。山口。

g
t
a
u
a
Z
5
吉
E
2
5
g
v」
の
法
律
は
、
北
原
仁
「
ブ

ラ
ン
ス
の
行
政
訴
訟
に
お
け
る
ア
ン
ジ
ョ
ン
ク
シ
ヨ
ン

(-aoロ
2
5ロ
)
に

つ
い
て
」
『
早
稲
田
法
学
会
誌
』
三
六
巻
(
一
九
八
六
年
)
一
二
三
頁
以
下
、

滝
沢
正
「
最
近
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
行
政
裁
判
制
度
の
改
革
|
|
判
決

の
執
行
確
保
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
『
日
仏
法
学
』
一
一
一
号
(
一
九
八
四
年
)

六
八
頁
に
よ
っ
て
既
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

(
4
)

司
法
裁
判
所
に
お
け
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
の
解
説
と

し
て
次
の
も
の
が
あ
る
。
山
本
栓
一
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
債
務
の

同鬼門
m
z
g
(罰
金
強
制
)
に
つ
い
て
」
『
損
害
賠
償
責
任
の
研
究
(
我
妻
先

生
還
暦
記
念
)
』
下
(
有
斐
閣
・
一
九
六
五
年
)
一
一
七
頁
以
下
、
伺
・
「
フ

ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
債
務
の
曲
目
片
足
宮
丹
市
に
つ
い
て
」
『
比
較
法
研
究
』
二

七
号
(
一
九
六
六
年
)
七
四
頁
以
下
、
同
・
「
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
(
出
回
可
巾
伊
豆
町
)

罰
金
強
制
の
合
法
性
」
『
フ
ラ
ン
ス
判
例
百
選
(
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
)
』
(
一

九
六
九
年
)
一

O
三
頁
、
萩
大
輔
「
仏
法
に
お
け
る
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
に
つ

い
て
」
『
民
事
訴
訟
雑
誌
』
一

O
号
(
一
九
六
三
年
)
二
八
二
頁
、
同
・
「
仏

法
に
お
け
る
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
に
つ
い
て
」
『
鹿
児
島
大
学
法
学
論
集
』
四
巻

四
号
(
一
九
六
八
年
)
三
九
頁
以
下
、
五
巻
一
号
(
一
九
六
九
年
)
一
九

頁
以
下
、
六
巻
二
号
(
一
九
七

O
年
)
一
頁
以
下
。

な
お
、
司
法
裁
判
所
は
、
暴
力
行
為

(
4
0
日
巾
内
庁
内
白
常
)
の
場
合
に
、
行

政
に
対
し
て
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
を
伴
っ
た
義
務
づ
け
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
と
り
あ
げ
な
い
。
。
・
〈
色
色
巾
片
岡
M

・0
巳〈
O
】〈
mw

O
也

-
n
X
4
匂・

5
F
兼
子
仁
H
磯
部
力
H
小
早
川
光
郎
編
訳
・

J
・
リ
ヴ
エ
ロ

『
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
』
(
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
八
二
年
)
一
九
一
頁
、

遠
藤
博
也
『
行
政
行
為
の
無
効
と
取
消
』
(
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
六
八

年
)
四

O
三
頁
、
広
岡
隆
「
行
政
の
暴
力
行
為
と
民
事
訴
訟
」
『
フ
ラ
ン
ス

判
例
百
選
(
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
)
』
六
八
頁
、
北
原
・
前
掲
注

(
3
)
四一

頁
、
参
照
。

(5)

の
・
〈
巾
色
色
巳
河
口
巾
z
o
Z少
O℃・

2
7
。
・
叶
臼

(
6
)

』・叶巾円
n
Z
2・
F
由
]
三
口
。
∞
己
印
ω坦色ロ
H由
』
己
主
巾
門
戸
坦
∞
C
一
4
m
g
g
出口

仏
巾
コ
ロ
巾
HmnE-oロ門凶巾凹色
m
n
E
Oロ
的
〕
ロ
ユ
門
出
円
昨
日
。
ロ
ロ
巳
]
巾
田
沼
恒
ユ
〆
門
凶
同
HHE2・

同
門
担
丘
。
ロ
ア
〉
.
』
む
〉

-wH由市山
H.
同)・叶

w
開
.
回
白
岡
.
白
色
ロ
円
切
mロ同一
u
巾ロゲ

F
‘
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由
民

Z
E丹
市

巾

ロ

ヨ

白

色

m円
巾
白
色
H
H
M

宮
町
可
目
立
〈
少
ロ

-wg∞y
n
y円
。
ロ
・
・
日
】
・
坦
町
一

北
原
・
前
掲
注
(
3
)
三
五
頁
。

(
7
)

フ
ラ
ン
ス
行
政
裁
判
所
に
お
け
る
義
務
づ
け
判
決
に
つ
い
て
は
、
平
田

和
一
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
げ
る
行
政
裁
判

l
l行
政
に
対
す
る
裁
判
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
の
実
効
性
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
『
法
政
論
集
』
七
六
号
ご
九
七
八

年
)
九
三
頁
以
下
の
詳
し
い
紹
介
が
既
に
あ
り
、
本
章
に
お
け
る
義
務
づ

け
判
決
に
関
す
る
部
分
は
、
こ
れ
と
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
本
稿

で
は
行
為
代
行
判
決
お
よ
び
行
為
変
更
判
決
と
全
面
審
判
訴
訟
の
位
置
づ

け
の
た
め
に
、
義
務
づ
け
判
決
も
含
め
て
紹
介
す
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は

私
人
に
対
す
る
義
務
づ
け
判
決
は
対
象
に
し
な
い
。

フランス行政裁判所における全面審判訴訟(1)

第
一
節

義
務
づ
け
や
行
為
の
変
更
に
似
た
性
質
を

持
つ
と
さ
れ
る
判
決

フ
ラ
ン
ス
行
政
裁
判
所
は
、
義
務
づ
け
判
決
を
下
さ
ず
、
ま
た
一
定
の

場
合
を
除
い
て
、
行
為
代
行
判
決
も
行
為
変
更
判
決
も
下
さ
な
い
の
で
あ

る
が
、
義
務
づ
け
や
行
為
の
変
更
に
似
た
性
質
を
持
つ
と
さ
れ
る
い
く
つ

か
の
種
類
の
判
決
を
下
し
て
い
る
。
禁
止
原
則
の
確
立
を
見
る
前
に
、
本

節
で
は
、
こ
の
種
の
判
決
を
紹
介
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

ω
一
部
取
消
し

(
B
E
E
Z
S
宮
邑
色
町
)

(
8
}
 

ま
ず
、
一
部
取
消
し
は
、
行
為
の
変
更
に
良
く
似
て
い
る
と
さ
れ
る
。

そ
の
た
め
、
行
政
裁
判
所
は
、
問
題
と
な
る
行
政
の
行
為
の
各
部
分
に
不

(9) 

可
分
の
関
係
が
存
在
し
な
い
時
に
し
か
一
部
取
消
し
を
認
め
な
い
。
そ
の

行
為
の
各
部
分
が
互
い
に
結
び
つ
き
相
互
に
影
響
し
て
い
る
時
に
一
部
取

消
し
を
す
る
こ
と
は
、
そ
の
行
為
の
変
更
に
な
っ
て
し
ま
う
と
考
え
る
か

(
叩
)

ら
で
あ
る
。
一
部
取
消
し
を
否
定
し
た
例
と
し
て
、
デ
ヴ
ノ

H
ソ
モ
ン
両

嬢
事
件
を
紹
介
す
る
。

こ
れ
は
、
事
務
所
の
廃
止
に
伴
う
職
員
の
配
置
転
換
の
決
定
に
お
い

て
、
大
臣
が
配
転
だ
け
を
決
め
、
そ
の
配
属
先
の
決
定
を
地
方
局
長

(急円

R
窓
口
コ
段
目
。
E-)
に
委
ね
た
の
に
対
し
て
、
対
象
と
な
っ
た
公

務
員
が
、
こ
の
決
定
の
後
半
部
分
だ
け
の
取
消
し
を
求
め
た
と
い
う
事

件
で
、
こ
れ
に
対
し
て
コ
ン
セ
イ
ユ
二
ア
タ
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

請
求
を
却
下
し
た
の
で
あ
る
。

「
こ
の
大
臣
の
ア
レ
テ
(
国
コ

2m)
の
第
一
条
と
第
二
条
は
(
第
一
条

が
配
転
だ
け
を
決
定
し
た
部
分
で
、
第
二
条
が
配
属
先
の
決
定
を
地
方
お内〆“

局
長
に
委
ね
た
部
分
で
あ
る
。
:
:
:
筆
者
)
全
体
で
、
第
一
条
に
掲
げ
日内令
υ

ら
れ
た
各
職
員
に
関
し
て
、
不
確
定
な
日
付
で
の
配
転
を
定
め
る
こ
と
ゆ

に
な
る
単
一
の
決
定
を
構
成
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
二
条
の
規
定
は
、
総

こ
の
配
転
が
直
ち
に
効
果
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
定
め
北
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る
に
と
ど
ま
り
、
配
転
の
様
式
の
規
定
で
し
か
な
く
本
件
の
場
合
、
分

離
し
う
る
決
定
と
は
な
ら
ず
、
こ
の
配
転
決
定
自
体
か
ら
独
立
し
て
訴

え
の
対
象
と
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
:
:
:
(
し
か
る
に
本
訴
請
求

は
、
:
:
:
筆
者
)
は
っ
き
り
と
こ
の
第
二
条
の
規
定
に
限
定
さ
れ
て
お

り
、
こ
れ
は
実
際
に
、
申
請
人
ら
の
配
転
を
宣
す
る
決
定
の
取
消
し
で

は
な
く
、
こ
の
決
定
の
変
更
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

(
日
)

本
件
訴
え
は
受
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」

こ
の
他
の
例
と
し
て
は
、
公
施
設
法
人

(mgz-n巾
包
巾
三
℃

zz-n)
の

医
師
ら
の
手
当
金
に
つ
い
て
定
め
る
デ
ク
レ
で
、
問
題
と
な
っ
た
条
文
が

他
の
条
文
と
切
り
離
せ
な
い
と
し
℃
、
そ
の
デ
ク
レ
全
体
を
取
消
し
た
も

(ロ)
の
、
建
築
許
可
に
つ
け
ら
れ
た
条
件
の
う
ち
三
つ
だ
け
が
争
わ
れ
、
地
方

行
政
裁
判
所
が
そ
れ
を
認
容
し
た
の
に
対
し
て
、
そ
の
三
つ
の
条
件
は
他

の
条
件
と
分
離
で
き
ず
、
そ
れ
だ
け
の
取
消
し
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
し
て
、
一
部
取
消
し
を
認
め
た
地
方
行
政
裁
判
所
の
判
決
を
、
コ
ン

(
日
)

セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
取
消
し
た
も
の
、
既
存
商
人
の
利
益
保
護
の
た
め
、
公

道
で
の
営
業
を
制
限
し
た
市
長
の
ア
レ
テ
の
諸
条
項
を
、
行
商
人
が
争
っ

た
の
に
対
し
、
こ
の
規
制
は
分
割
で
き
な
い
と
し
て
、
規
制
の
条
項
全
体

(M) 

を
取
消
し
た
も
の
、
な
ど
が
あ
る
。

(2) 

拒
否
処
分

s
r
E。
ロ
包
旨
宮
山
田
可
伊
丹
2
2弘
阿
国

H
2巾
)
の
取

消
し

次
に
、
行
政
裁
判
所
は
、
取
消
訴
訟
に
お
い
て
拒
否
処
分
も
取
消
す
の

で
あ
る
が
、
こ
の
取
消
し
は
、
拒
否
し
た
行
為
の
義
務
づ
け
に
似
た
性
質

(
日
)

を
持
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
取
消
し
が
許
可
等
の
行
為
代
行

的
な
効
果
を
有
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
、
問
題
に
さ
れ
る
こ

(
凶
)

と
も
あ
る
。
し
か
し
、
取
消
し
は
、
取
消
さ
れ
た
行
為
以
前
の
状
態
に
戻

す
と
い
う
効
果
し
か
持
た
ず
、
た
と
え
、
判
決
理
由
の
中
で
許
可
等
が
申

請
人
の
権
利
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
で
も
、
拒
否
処
分
の
取
消
し
は
許
可
等

(口)

の
効
果
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
行
為
代
行
的

な
性
質
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
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ω
選
択
賠
償
判
決

(
n
S
E
s
g
z
oロ回
-zga-4m)

ま
た
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
行
政
に
対
す
る
間
接
的
な
圧
力
的
手

段
と
な
る
選
択
賠
償
判
決
を
下
す
。

こ
れ
は
、
賠
償
を
命
じ
る
時
に
、
そ
の
責
任
を
免
れ
う
る
途
を
指
摘
す

る
判
決
で
あ
り
、
そ
の
例
と
し
て
、
モ
ニ
エ
氏
事
件
判
決
を
紹
介
す
る
。

こ
れ
は
、
墓
地
の
中
の
一
族
の
墓
に
他
人
の
死
体
を
埋
葬
さ
れ
た
モ

ニ
エ
氏
が
、
損
害
賠
償
を
求
め
た
事
件
に
お
け
る
も
の
で
あ
り
、
市
が

モ
ニ
エ
氏
の
同
意
な
し
に
彼
の
一
族
の
墓
に
他
人
の
死
体
を
埋
葬
さ
せ

た
の
は
、
市
の
権
限
に
属
す
る
墓
地
に
つ
い
て
の
重
大
な
役
務
過
失
に



よ
る
と
し
た
後
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
「
市
が
自
ら
の
費
用
で
問
題

の
死
体
の
発
掘
を
実
行
し
な
い
な
ら
ば
、
:
:
:
こ
の
過
失
に
よ
っ
て
市

は
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
の
で
あ
り
、
本
件
の
事
情
に
鑑
み
て
、
モ
ニ

エ
氏
に
三

0
0
0フ
ラ
ン
支
払
う
よ
う
市
に
命
ず
る
の
が
相
当
で
あ
る

(
凶
)
。
」
と
述
べ
て
、
主
文
で
も
同
様
に
判
決
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
他
に
、
公
土
木
工
事
(
可
白
4
国

5
内℃ロ
E
W由
)
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た

(
却
)

工
作
物
の
除
去
と
の
選
択
賠
償
を
命
じ
た
も
の
が
あ
り
、
ま
た
、
賠
償
請

求
を
否
定
し
た
事
件
で
は
あ
る
が
、
選
択
賠
償
判
決
の
可
能
性
を
確
認
し

(
幻
)

た
も
の
も
あ
る
。

フランス行政裁判所における全面審判訴訟(1)

こ
の
判
決
方
法
は
、
公
土
木
工
事
の
場
合
に
よ
く
使
わ
れ
た
が
、
今
日

(
忽
)

で
は
こ
の
方
法
が
使
わ
れ
る
の
は
ま
れ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

(
幻
)

ω
移
送
(
吋

gg-m)

さ
ら
に
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
取
消
判
決
に
基
づ
い
て
と
る
べ
き

(M} 

措
置
を
行
政
に
実
施
さ
せ
る
た
め
の
圧
力
的
方
法
と
し
て
、
移
送
の
手
法

を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
ド
ゥ
ニ
氏
事
件
を
紹
介
す
る
。

こ
れ
は
、
交
替
に
よ
る
週
休
を
与
え
る
こ
と
の
許
可
を
拒
否
し
た
県

知
事
の
ア
レ
テ
が
争
わ
れ
た
事
件
で
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
決
は

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
審
理
調
査

(
E
2
2
2芯
ロ
)
に
よ
る
と
、
:
:
:
駅
の
近
く
に
あ
る

ド
ゥ
ニ
氏
の
理
容
院
の
顧
客
は
ほ
と
ん
ど
全
て
旅
行
者
で
占
め
ら
れ
て

お
り
、
こ
の
場
合
、
全
職
員
の
休
日
を
一
緒
に
す
る
と
、
公
衆
に
と
っ

て
も
、
ド
ゥ
ニ
氏
の
理
容
院
の
正
常
な
営
業
に
と
っ
て
も
好
ま
し
く
な

い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
交
替
に
よ
る
週
休
を
職
員
に
与
え
る

こ
と
の
許
可
を
拒
否
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
知
事
は
、
:
:
:
法
律
の
規

定
の
適
用
を
誤
っ
た
の
で
あ
り
、
彼
の
権
利
で
あ
る
許
可
の
交
付
の
た

め
に
、
ド
ゥ
ニ
氏
を
:
:
:
知
事
の
前
に
移
送
す
べ
き
で
あ
る
。

第
一
条
|
|
知
事
の
ア
レ
テ
は
取
消
さ
れ
る
。

第
二
条
|
|
ド
ゥ
ニ
氏
は
、
彼
の
権
利
で
あ
る
許
可
の
交
付
の
た
め

(
お
)

に
、
:
:
:
知
事
の
前
に
移
送
さ
れ
る
。
」

(
お
)

こ
の
他
に
、
上
級
行
政
機
関
の
前
に
移
送
し
た
判
決
、
判
決
理
由
の
中

(
幻
)

で
行
政
が
と
る
べ
き
措
置
を
詳
し
く
述
べ
て
移
送
し
た
判
決
、
措
置
を
と

(
犯
)

る
べ
き
期
間
を
つ
け
て
移
送
し
た
判
決
も
あ
る
。
ま
た
、
留
保
司
法
(
』

5
・

(
M
U
)
 

同党
H
2・2
2
z
m
)
の
時
期
に
も
移
送
の
手
法
は
使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

紹
介
し
た
判
決
文
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
確
か
に
形
の
上
で
は
明
示
的

に
行
政
に
対
し
て
義
務
づ
け
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
実
質
的
に

は
義
務
づ
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
の
移
送
も
、
行
政
に
対
し
て
い

{
却
)

か
な
る
法
的
義
務
を
も
構
成
す
る
も
の
で
は
な
く
、
行
政
の
道
徳
性

(
剖
)

(BOB--広
)
に
対
す
る
説
得
力
あ
る
(
色
。
宮
市
口
同
)
呼
び
か
け
に
す
ぎ
な

い
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
移
送
の
手
法
は
越
権
訴
訟
に
関
し
て
放
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研究ノート

(1) 
目日

留
保
司
法

(]5岳
H
0
5
8ロ
己
巾
)
の
時
代
(
一
八
七
二
年
以

一
八
七
二
年
に
委
任
司
法
が
実
現
す
る
ま
で
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
夕

、

{

お

)

は
、
国
家
元
首

(
h
y
え
帝
}
凶
仲
良
)
の
権
威
の
下
に
あ
っ
て
活
動
行
政

(包
B
E
2可
白
色
。
ロ
釦
円
安
吊
)
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
義
務
づ
け

判
決
、
行
為
代
行
判
決
お
よ
び
行
為
変
更
判
決
を
下
す
の
を
た
め
ら
わ
な

(
お
)

か
っ
た
。

ま
ず
、
行
為
代
行
判
決
の
例
と
し
て
、
ク
レ
マ
ン
夫
人
事
件
を
紹
介
す

マ
令
。

こ
れ
は
、
夫
人
が
、
彼
女
の
所
有
す
る
建
物
の
側
面
壁
の
改
修
工
事

を
す
る
こ
と
の
許
可
を
求
め
た
の
に
対
し
、
こ
の
改
修
に
よ
っ
て
正
面

壁
一
が
補
強
さ
れ
、
そ
れ
が
後
に
行
わ
れ
る
道
路
整
備
の
時
に
障
害
と
な

る
と
い
う
理
由
で
、
知
事
が
こ
の
許
可
を
拒
否
し
、
大
臣
も
黙
示
の
拒

否
決
定
を
し
た
た
め
、
夫
人
が
知
事
の
ア
レ
テ
の
取
消
し
と
、
改
修
工

事
の
許
可
を
求
め
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
は
次
の
よ
う
に
判
決
し
た
。

「
審
理
調
査
に
よ
る
と
、
申
請
人
の
家
の
正
面
壁
は
良
好
な
状
態
に

あ
り
、
申
請
人
が
許
可
を
求
め
て
い
た
破
損
し
た
側
面
壁
の
改
修
工
事

は
、
前
記
正
面
壁
を
補
強
す
る
こ
と
な
く
実
行
し
え
、
し
た
が
っ
て
、

求
め
ら
れ
て
い
る
許
可
は
、
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で

北法38(2・40)238 

第
一
条

l

l
一
八
六
七
年
二
月
二
七
日
の
セ

l
ヌ
県
知
事
の
ア
レ

テ
は
取
消
さ
れ
る
。

第
二
条
|
|
ク
レ
マ
ン
夫
人
は
、
正
面
壁
が
強
化
さ
れ
な
い
と
い
う

条
件
で
、
彼
女
の
家
の
破
損
し
た
側
面
壁
に
改
修
工
事
を
す
る
こ
と
を

(
幻
)

許
可
さ
れ
る
。
L

こ
の
他
の
例
と
し
て
は
、
任
意
加
入
の
消
防
団
の
名
簿
に
載
っ
て
い
る

者
の
抹
消
請
求
拒
否
決
定
を
取
消
し
た
後
、
こ
の
者
の
名
簿
か
ら
の
抹
消

(
認
)

を
宣
し
た
も
の
、
任
意
加
入
の
国
防
砲
兵
団
の
名
簿
に
載
っ
て
い
る
者
の

抹
消
請
求
拒
否
決
定
を
取
消
し
た
後
、
こ
の
者
の
名
簿
か
ら
の
抹
消
を
宣

(
却
)

し
た
も
の
、
な
ど
が
あ
る
。

ま
た
、
一
部
取
消
し
の
内
容
で
、
変
更
と
表
現
し
、
そ
の
部
分
が
他
の

部
分
と
不
可
分
な
も
の
か
ど
う
か
に
触
れ
て
い
な
い
も
の
と
し
て
、
公
共

団
体
の
土
地
取
得
に
つ
い
て
の
市
会
の
議
決
で
、
取
得
の
様
式
に
つ
い
て

の
部
分
を
取
消
し
た
も
の
と
、
知
事
が
職
権
で
市
の
予
算
に
組
み
入
れ
た

金
額
を
減
額
し
た
も
の
が
あ
る
。

次
に
義
務
づ
け
判
決
の
例
と
し
て
、
パ
ン
サ
氏
事
件
を
紹
介
す
る
。

こ
れ
は
、
近
く
の
射
撃
訓
練
場
が
原
因
で
生
ず
る
損
害
の
賠
償
を
命

ず
る
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
決
が
下
さ
れ
た
後
、
そ
の
支
払
い
の
た



フランス行政裁判所における全面審判訴訟(1)

め
の
為
替

(
g
g己
主
)
に
、
行
政
庁
が
、
判
決
理
由
の
抜
粋
を
つ
け
た

た
め
、
こ
れ
は
、
訓
練
方
法
の
変
化
等
に
よ
っ
て
生
じ
う
る
新
し
い
損

害
の
賠
償
請
求
権
の
侵
害
に
な
る
と
し
て
、
パ
ン
サ
氏
が
拒
否
し
た
と

こ
ろ
、
軍
事
大
臣

(
g
E
2可
巾
仏
巾
]
釦
ぬ

E
R巾
)
が
、
そ
の
為
替
と
引

き
換
え
に
し
か
支
払
わ
な
い
と
の
決
定
を
し
た
た
め
、
パ
ン
サ
氏
が
、

大
臣
の
決
定
の
取
消
し
と
新
し
い
為
替
の
交
付
を
命
ず
る
こ
と
を
求
め

た
と
い
う
事
件
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
決

は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
我
々
が
訴
訟
に
お
い
て
下
し
た
判
決
の
意
味
と
そ
の
効
力
範
囲

(
宮
吋
広
巾
)
を
決
定
す
る
権
限
は
、
軍
事
大
臣
ら
に
は
な
く
、
彼
ら
は
そ

れ
を
執
行
す
る
に
と
ど
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
パ
ン
サ
氏
は
、
彼
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
賠
償
金
の
支
払
い
の
た

め
に
軍
事
大
臣
の
名
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
為
替
を
拒
否
す
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
あ
り
、
軍
事
大
臣
は
、
当
該
決
定
に
よ
っ
て
そ
の
支
払
い

を
、
前
記
の
よ
う
な
理
由
を
つ
け
た
為
替
の
受
領
と
引
き
換
え
に
す
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
・
:

第
一
条

|
l
一
八
六
二
年
九
月
二
一
日
の
前
記
軍
事
大
臣
の
決
定

は
取
消
さ
れ
る
。

第
二
条

l
l賠
償
金
の
支
払
い
の
た
め
の
、
何
ら
理
由
づ
け
も
条
件
(
必
)

づ
け
も
さ
れ
て
い
な
い
新
し
い
為
替
が
、
パ
ン
サ
氏
に
交
付
さ
れ
る
。
」

こ
の
他
に
、
主
文
で
建
築
限
界
線

2
2
m
5
5
2円
)
の
確
定
を
命
じ

て
、
原
告
を
知
事
の
前
に
移
送
し
た
判
決
も
あ
る
。

委
任
司
法

(}5骨
片
而
庶

-mm忌
巾
)
の
時
代
(
一
八
七
二
年
以

(2) 
後

ωで
見
た
よ
う
に
、
留
保
司
法
の
時
代
に
は
行
為
代
行
判
決
や
義
務
づ

け
判
決
を
下
し
て
い
た
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
も
、
委
任
司
法
の
確
立
後
、

(
叫
}

一
九

O
O年
ま
で
に
、
そ
れ
ら
の
判
決
を
否
定
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の

(
必
)

方
法
を
放
棄
し
た
。

ま
ず
、
行
為
代
行
を
拒
否
し
た
例
と
し
て
、
シ
ヤ
ボ

l
H
ミ
ル
両
氏
事

件
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
市
長
に
よ
っ
て
北
面
の
壁
に
窓
や
入
口
を
作
る
こ
と
を
禁

じ
ら
れ
た
建
物
所
有
者
が
、
こ
の
市
長
の
ア
レ
テ
の
取
消
し
を
求
め
る

と
と
も
に
、
建
物
の
北
面
壁
に
窓
と
入
口
を
作
る
こ
と
の
許
可
を
求
め

た
事
件
で
あ
り
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
市
長
の
ア
レ
テ
を
取
消
し

た
後
、
許
可
請
求
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
こ
れ
を
拒
否
し

た
の
で
あ
る
。

「
一
七
九

O
年
一

O
月
七
一
四
日
の
法
律
と
一
八
七
二
年
五
月
二

四
日
の
法
律
(
越
権
訴
訟
と
委
任
司
法
を
定
め
る
法
律
:
:
:
筆
者
)
に

基
づ
い
て
提
起
さ
れ
た
訴
え
を
裁
定
す
る
際
、
こ
の
よ
う
な
請
求
(
許

北法38(2・41).239 
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可
請
求
:
:
:
筆
者
)
に
応
ず
る
権
限
を
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
有
し

(“) 

て
い
な
い
。
」

こ
の
他
に
、
行
為
代
行
請
求
を
拒
否
し
た
判
決
と
し
て
、
取
水
量
の
割

り
当
て
決
定
を
取
消
し
た
後
、
優
先
取
水
権
の
宣
言
を
求
め
る
請
求
を
拒

(
灯
)

否
し
た
も
の
、
渡
深

(23mm)
費
用
回
収
の
た
め
に
市
が
作
る
徴
収
名

簿
(
『
色
巾
)
に
執
行
力
を
与
え
る
こ
と
を
知
事
に
禁
じ
た
大
臣
の
決
定
を
取

(
必
)

消
し
た
後
、
執
行
力
を
与
え
よ
と
い
う
請
求
を
拒
否
し
た
も
の
、
知
事
の

な
し
た
洪
水
対
策
工
事
の
許
可
を
取
消
し
た
後
、
工
作
物
の
撤
去
請
求
を

(
刊
)

拒
否
し
た
も
の
、
な
ど
が
あ
る
。

次
に
、
義
務
づ
け
を
拒
否
し
た
例
と
し
て
、
ブ
リ
シ
ィ
氏
事
件
を
紹
介

す
る
。
こ
れ
は
、
軍
法
会
議
で
死
刑
を
宣
告
さ
れ
、
そ
の
後
特
赦
(
同
ヨ
ロ
宮
ぽ
)

を
受
け
た
プ
リ
シ
ィ
氏
が
、
レ
ジ
オ
ン
・
ド
ヌ

l
ル
勲
賞
の
回
復
を
求

め
た
と
こ
ろ
、
大
統
領
が
、
そ
れ
を
拒
否
す
る
決
定
を
下
し
た
た
め
、

そ
の
決
定
の
取
消
し
と
、
レ
ジ
オ
ン
・
ド
ヌ

l
ル
勲
賞
の
回
復
を
求
め

た
と
い
う
事
件
で
あ
り
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
特
赦
に
よ
っ
て
プ

リ
シ
ィ
氏
が
完
全
に
市
民
権
と
政
治
的
権
利
を
回
復
し
た
の
で
あ
り
、

レ
ジ
オ
ン
・
ド
ヌ

l
ル
勲
賞
受
賞
者
の
資
格
に
付
与
さ
れ
る
諸
権
利
も

回
復
し
た
と
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
大
統
領
の
決
定
を
取
消
し
た
後
、

受
賞
者
名
簿

R
O
E
S
F由
)
へ
の
復
帰
を
命
ぜ
よ
と
い
う
請
求
を
、
次

の

よ

う

に

述

べ

て

拒

否

し

た

の

で

あ

る

。

い

叩

「
越
権
訴
訟
を
裁
定
す
る
際
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
は
、
そ
の
判
幻aq
 

決
の
執
行
と
し
て
と
る
べ
き
措
置
を
命
ず
る
権
限
は
な
く
、
か
く
し
て
、

α

(
印

)

3

現
状
で
は
こ
の
請
求
に
つ
い
て
裁
定
す
る
理
由
は
な
い
。
」
制

こ
の
他
に
義
務
づ
け
請
求
を
拒
否
し
た
判
決
と
し
て
、
免
職
処
分
取
消
北

(
日
)

し
後
、
復
職
の
義
務
づ
け
請
求
を
拒
否
し
た
も
の
、
入
札
に
よ
る
土
地
の

譲
渡
の
失
効
を
宣
し
た
ア
レ
テ
を
取
消
し
た
後
、
取
消
し
の
結
果
と
し
て

所
有
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
よ
う
命
ず
る
こ
と
の
請
求
を
拒
否
し
た

(
臼
)

も
の
、
墓
地
の
払
い
下
げ
の
ア
レ
テ
を
取
消
し
た
後
、
こ
の
ア
レ
テ
に
従

っ
て
作
ら
れ
た
工
作
物
の
除
去
を
命
ず
る
よ
う
求
め
た
請
求
を
拒
否
し
た

(
ぬ
)

も
の
、
公
施
設
法
人
の
予
算
(
吉
弘
常
昨
)
に
一
定
金
額
を
組
み
入
れ
た
県

知
事
の
ア
レ
テ
を
取
消
し
た
後
、
退
職
金
庫

(
g
-
n
m
a
g
B可
包

g印
)

に
払
い
込
ま
れ
た
金
額
の
償
還
を
命
ず
る
よ
う
求
め
た
請
求
を
拒
否
し
た

(M) 

も
の
、
汽
船
就
航
業
務
の
入
札
取
消
し
後
、
業
務
契
約
更
新
を
命
ぜ
よ
と

(
部
)

の
請
求
を
拒
否
し
た
も
の
、
な
ど
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
委
任
司
法
が
実
現
し
て
か
ら
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ

は
、
義
務
づ
け
、
行
為
変
更
、
行
為
代
行
の
各
判
決
を
下
す
こ
と
は
で
き

な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
二

O
世
紀
の
初
め
に
、
三

つ
の
義
務
づ
け
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
ア
ス
ト
ラ
ン
ト
を

組
み
合
わ
せ
て
、
水
源
を
使
わ
せ
る
よ
う
市
に
命
じ
た
一
九

O
八
年
の
判



時
相
互
共
済
会
社
の
定
款
の
認
可
を
大
臣
に
命
じ
た
一
九
一
一
年
の
判

断
ャ
そ
し
て
、
建
築
許
可
を
拒
否
し
た
知
事
に
対
し
て
、
許
可
に
必
要
な

(
問
)

景
観
保
護
の
た
め
の
条
件
を
示
す
よ
う
に
命
じ
た
一
九
一
四
年
の
判
決
で

&め
4
G

。

フランス行政裁判所における全面審判訴訟(1)

第
一
一
の
事
件
を
紹
介
す
る
と
、
こ
れ
は
相
互
共
済
会
社
が
そ
の
定
款

の
加
入
者
の
分
担
金
と
支
払
い
額
に
つ
い
て
定
め
る
部
分
を
変
更
し
た

の
に
対
し
て
、
労
働
大
臣
が
法
律
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
て
い
る
認
可

を
拒
否
し
た
事
件
で
あ
り
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
そ
の
変
更
さ
れ

た
定
款
の
条
項
が
法
律
に
違
反
し
て
い
な
い
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
判

決
し
た
の
で
あ
る
。

「
以
上
の
こ
と
か
ら
、
申
請
会
社
は
、
本
件
決
定
(
認
可
の
拒
否
:
:
:

筆
者
)
を
下
す
際
大
臣
が
越
権
を
犯
し
た
と
、
主
張
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
・
・
・
:
.

第
一
条
1
1
1
本
件
決
定
は
取
消
さ
れ
る
。

第
-
一
条
|

|

l

(
本
件
の
定
款
に
加
え
ら
れ
た
:
:
:
筆
者
)
変
更
は
、

何
ら
法
律
に
反
し
て
お
ら
ず
、
適
法
(
母
仏
円
。
主
で
あ
る
と
し
て
認
可

(
的
)

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
宣
せ
ら
れ
る
。
L

メ
ス
ト
ウ
ル
は
こ
の
三
判
決
を
引
用
し
な
が
ら
、
委
任
司
法
が
与
え
ら

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
し
た
行
政
上
の
職
務
会
。
ロ
円
己
O
D
)

と
裁
判
上
の

職
務
の
分
離
に
よ
っ
て
も
、
行
政
に
対
し
て
命
令
を
出
す
こ
と
は
妨
げ
ら

れ
ず
、
行
政
に
対
し
て
命
令
を
出
す
の
を
た
め
ら
わ
な
い
と
い
う
コ
ン
セ

イ
ユ
・
デ
タ
の
態
度
は
委
任
司
法
に
な
っ
て
も
す
ぐ
に
は
変
ら
ず
、
二

O

(ω) 

世
紀
の
初
め
ま
で
続
い
た
、
と
し
て
い
る
。

確
か
に
こ
の
時
期
に
は
、
他
に
、
行
政
庁
に
代
わ
っ
て
許
可
を
与
え
た

(
臼
)

の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
ラ
・
ヴ
オ
ル
タ
判
決
や
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ

(
m
U
)
 

の
新
し
い
態
度
の
始
ま
り
と
も
い
わ
れ
た
パ
リ
東
鉄
道
会
社
判
決
が
あ
る
。

し
か
し
、
ラ
・
ヴ
ォ
ル
タ
判
決
は
、
後
に
と
り
あ
げ
る
危
険
・
不
快
・
非

衛
生
な
施
設
に
関
す
る
訴
訟
と
し
て
全
面
審
判
訴
訟
に
つ
ら
な
る
も
の
で

あ
り
、
ま
た
両
判
決
と
も
許
可
を
与
え
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

-
ブ
・
ヴ
オ
ル
タ
事
件
は
、
許
可
を
受
け
て
操
業
し
て
い
た
ナ
ト
リ
ウ

ム
と
塩
素
の
製
造
工
場
に
対
し
て
新
し
い
規
制
を
な
し
た
知
事
の
ア
レ

テ
が
争
わ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
ア
レ
テ
の
取
消
し
と
と
も
に
以
前
の
ま

ま
の
操
業
を
続
け
う
る
と
一
一
言
う
よ
う
に
請
求
さ
れ
た
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ

タ
は
、
こ
の
知
事
の
ア
レ
テ
を
取
消
し
た
後
、
「
ラ
・
ヴ
オ
ル
タ
社
は
、

・
(
以
前
の
操
業
を
許
可
し
た
:
:
:
筆
者
)
ア
レ
テ
に
よ
っ
て
課
さ

(
侃
)

れ
た
諸
条
件
に
従
っ
て
経
営
を
続
け
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
る
。
」
と
判

決
し
た
の
で
あ
る
。

北法38(2・43)241 

こ
れ
は
許
可
し
た
の
で
は
な
く
、
新
し
い
規
制
を
な
し
た
ア
レ
テ
の
取

(ω) 

消
し
の
効
果
を
確
認
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
を

は
っ
き
り
と
主
文
で
確
認
し
て
い
る
点
で
態
度
の
変
化
を
窺
う
こ
と
は
で
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き
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
パ
リ
東
鉄
道
会
社
判
決
は
、
公
道
下
に
送
電
線
を
通
す
こ
と

の
許
可
を
拒
否
さ
れ
た
会
社
が
、
そ
の
拒
否
決
定
の
取
消
し
と
許
可
の

交
付
を
求
め
た
事
件
に
対
す
る
も
の
で
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
そ
の

決
定
を
取
消
し
た
後
、
許
可
の
交
付
請
求
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。

「
道
路
占
用
許
可
(
胃

5
5
5
5
骨

g
E
m
)
の
交
付
は
請
願
者

(
克
己
巴
。
ロ
ロ
包
括
的
)
に
と
っ
て
の
権
利
を
構
成
し
て
は
い
な
い
の
で
あ

り
、
:
:
:
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
こ
の
請
求
に
応
ず
る
権
限
を
有
し
て

{
皿
山
)

し
な
し
。
」

こ
の
表
現
か
ら
、
こ
の
判
決
の
注
釈
に
お
い
て
オ

l
リ
ュ

l
は
、
許
可

の
交
付
が
権
利
を
構
成
し
て
い
る
場
合
に
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
許

(
侃
)

可
を
与
え
る
の
だ
と
解
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
コ
ン
セ
イ
ユ
ニ
ア
タ
は
こ
の
オ

l
リ
ュ

l
の
理
解
の
よ
う
に

(
釘
)

は
進
み
は
せ
ず
、
こ
の
判
決
は
孤
立
し
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

(
侃
)

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
二

O
世
紀
の
初
期
を
含
め
て
、
義
務
づ
け
、
行
為

(

ω

)

(

叩
)

代
行
、
行
為
変
更
の
各
判
決
を
下
す
権
限
が
な
い
と
言
い
続
け
て
き
て
お

り
、
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
は
、
前
記
の
よ
う
な
義
務
づ
け
を
認
め
る
判
決
は
孤

(n) 

立
し
た
意
味
の
な
い
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
禁
止
原
則
は
公
序
(
。

az℃ロ
σロ
円
)
と
さ
れ
て
お
り
、
地

方
行
政
裁
判
所
が
義
務
づ
け
判
決
を
下
し
た
場
合
に
は
、

デ
タ
は
職
権
で
そ
れ
を
取
消
す
の
で
あ
る
。

コ
ン
セ
イ
ユ
・

北法38(2・44)242 

以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
行
政
裁
判
所
に
お
け
る
義
務

づ
け
判
決
、
行
為
代
行
判
決
お
よ
び
行
為
変
更
判
決
の
禁
止
原
則
は
、
委

任
司
法
の
実
現
に
よ
り
確
立
し
、
一
九
一

O
年
前
後
に
変
化
を
窺
わ
せ
る

も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
が
、
今
日
、
強
固
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

(
お
)
阿
部
泰
隆
『
フ
ラ
ン
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行
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訟
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』
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有
斐
閣
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一
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介
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行
判
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決
も
含
め
て
、
他
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判
決
例
に

つ
い
て
は
、
』
・
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己
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F
O同
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B
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0
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匂
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C
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m
n
y曲目)己
m
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U吋
2
片
品
己
円
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口
広
ロ
己
2
』一円

白色

B
Z
E円
白
昨
日
戸
巴
∞
N
-

℃・

ω申
ω・

第
三
節

禁
止
原
則
の
根
拠

l
l学
説

の

概

観

|

|

第
一
節
お
よ
び
第
二
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ

タ
は
、
良
く
似
た
性
質
を
持
つ
判
決
方
法
を
用
い
な
が
ら
も
、
義
務
づ
け
、

行
為
代
行
お
よ
び
行
為
変
更
の
各
判
決
は
下
さ
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の

原
則
の
根
拠
は
判
決
文
か
ら
は
見
出
せ
ず
、
ま
た
、
こ
れ
ら
を
禁
止
す
る

(η) 

法
律
の
条
文
も
な
い
。

(
九
)

そ
こ
で
本
節
で
は
、
こ
の
原
則
の
根
拠
に
関
す
る
学
説
を
概
観
す
る
。

ま
ず
、
行
為
代
行
判
決
お
よ
び
行
為
変
更
判
決
の
禁
止
に
つ
い
て
は
、

実
際
上
の
理
由
と
し
て
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
行
政
に
対
す
る
抑
制
政

(
花
)
策
や
、
こ
の
判
決
方
法
を
利
用
す
る
と
取
消
判
決
の
意
味
が
な
く
な
り
、

行
政
が
取
消
判
決
の
執
行
を
し
な
く
な
る
と
い
う
よ
う
な
、
好
ま
し
く
な

(
花
)

い
結
果
の
発
生
と
い
う
こ
と
を
あ
げ
る
者
も
い
る
。

し
か
し
、
行
為
代
行
や
行
為
変
更
は
上
級
機
関
(
印
己
℃
骨
ぽ

R

E合
同
E

n
v
E
5
)
の
権
限
で
あ
り
、
委
任
司
法
に
よ
っ
て
国
家
元
首
の
権
威
か
ら

離
れ
た
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
も
は
や
こ
の
権
限
を
行
使
し
え
ず
、
し

た
が
っ
て
行
為
代
行
判
決
と
行
為
変
更
判
決
は
、
活
動
行
政
と
行
政
裁
判

所
と
の
分
離
や
職
務
の
分
隊
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
と
い
う
、
理
論
上
の

(
打
)

根
拠
が
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
多
く
の
学
者
は
当
然
の
こ
と
と
し
て

禁
止
の
根
拠
を
説
明
す
る
必
要
性
を
感
じ
て
い
な
い
、
と
も
い
わ
れ
る
の

(
花
)

で
あ
る
。

北法38(2・46)244 

こ
れ
に
対
し
て
義
務
づ
け
判
決
の
禁
止
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
こ
で
も

行
政
裁
判
所
と
活
動
行
政
の
分
離
・
独
立
、
職
務
の
分
離
と
い
う
理
論
上

の
根
拠
が
一
般
に
あ
げ
ら
れ
柿
v

行
政
に
命
令
す
る
こ
と
を
認
め
る
と
、



フランス行政裁判所における全面審判訴訟(1)

行
政
は
発
動
の
自
由

(-F巾ユ
m
q
z
E白
Z
4巾
)
を
失
っ
て
し
ま
う
と
さ
れ

(
初
)

る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
司
法
裁
判
所
は
一
定
の
場
合
行
政
に
対
し
て
命
令
を

(
剖
)

出
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
行
政
裁
判
所
と
活
動
行
政
の
分
離
が
義
務
づ
け

判
決
禁
止
の
決
定
的
な
根
拠
と
は
な
り
え
ず
、
こ
こ
で
は
、
理
論
的
な
も

の
で
は
な
く
、
実
際
上
の
理
由
が
大
き
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
裁
判
所
に
は
、
行
政
に
判
決
を
執
行
さ
せ
る
有
効
な
強
制
手

段
が
な
い
た
め
、
義
務
づ
け
判
決
を
認
め
て
も
実
際
上
の
効
果
は
な
い
と

(
位
)

い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
義
務
づ
け
判
決
が
執
行
さ
れ
ず
、
自

ら
の
権
威
と
信
頼
と
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
危
険
を
避
げ
、
行

政
の
自
発
的
な
執
行
に
委
ね
る
こ
と
で
よ
り
良
く
裁
判
判
決
の
執
行
を
確

保
し
よ
う
と
す
る
、
裁
判
所
の
自
己
抑
制
と
い
う
判
例
政
策
に
よ
っ
て
、

(
凹
∞
)

義
務
づ
け
判
決
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
性
質
を
持
つ
義
務
づ
け
判
決
禁
止
原
則
に
対
し

(
脳
)

て
は
、
否
定
的
立
場
に
立
つ
者
や
、
義
務
づ
げ
判
決
を
認
め
る
こ
と
を
主

(
邸
)

張
す
る
者
も
存
在
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が

(
邸
)

そ
の
態
度
を
変
え
る
可
能
性
は
低
い
と
み
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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Contentieux de pleine juridiction en France 

du point de vue de l'etendue des pouvoirs 

du juge administratif ( 1 ) 

Masato ISHIGUROホ

Introduction 

Chapitre 1 Limitation des pouvoirs du juge administratif en France. 

一一一Principede la prohibition d'injonction， de substitution et de 

reformation. 

1 Les mesures qui sont considerees equivalentes a I'injonction ou a la 

r吾formation

II Affirmation du principe 

III Les fondements du principe et explications doctrinales 

(a suivre) 

Cet article est une contribution a l'邑tudedu contentieux de pleine juridiction. 

Dans ce contentieux， le juge administratif francais met en auvre la plenitude des 

pouvoirs juridictionnels: il peut non seulement annuler la decision administrative 

mais encore r邑formercel1e-ci， et aussi lui substituer sa propre decision. Cette 

etude a pour but d'eclaircir les traits caracteristiques de ce contentieux， notam-

ment du point de vue de l'etendue des pouvoirs du juge. Dans cette revue pres巴nte

est trait邑ela question de la limitation des pouvoirs du juge dans le contentieux 

administratif gen吾ral.

Chap. 1 

]usqu'en 1872 sous le regime de la justice retenue， le Conseil d'孟tatn'avait pas 

hesite a employer des formules d'injonction et de substitution tres efficaces. Car 

il吾taitcouvert par l'autorit吾duchef de l'Etat.乱1ais，depuis l'institution de la 

justice d吾leguee，en 1872， le Conseil d'Etat renonce successivement et sans equivo-

que possible a toute forme d'injonction et de substitution. 

• Assistant a la Facult吾dedroit de I'Universite de Hokkaido 
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Certes il utilise des techniques qui ressemblent a l'injonction ou a la reformation 

(annulation partielle， condamnation altemative， renvoie， etc.). Mais， excepte qu' 

il exerce le pouvoir de substitution dans certains domaines de contentieux de 

pleine juridiction， la prohibition d'injonction et de substitution est sans conteste 

une des r色glesles mieux 吾tabliesdu droit administratif francais. 

Ce principe de la prohibition est吾videmmentun principe non ecrit. Et ce n'est 

pas dans la jurisprudence qu'on peut trouver des indications sur ses fondements. 

Par consequent， il faut rechercher dans les doctrines des explications. Quant au 

pouvoir de substitution， c'est dans son essence un pouvoir du superieur hierarchi-

que. La prohibition de ce pouvoir trouve donc dans le principe de separation de 

la juridiction administrative et de l'administration active son fondement d吾teηni-

nant. Quant au pouvoir d'injonction， au contraire， la meme justification theoriQue 

comme celle de la prohibition de pouvoir de substitution se heurte a une situation 

difficile a justifier: le juge judiciaire， en effet， s'attribue le pouvoir d'injonction. 

La prohibition d'injonction serait donc le r吾sultatd'une politique jurisprudentielle. 

(a suivre) 
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